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（１） 子ども達に豊かな育ちを保障するために 

１ 待機児童をなくすために区立認可保育園を増設すること。新たな私立認可保育園

は、都有地や国有地などを使って、園庭のある保育園とすること。 

 

区は、平成２７年１０月に、田町駅東口北地区に区立しばうら保育園を開設しま

す。 

今後の施設整備については、保育需要の動向等を勘案し、これまでの実績を踏ま

えた多様な手法を組み合わせて検討してまいります。 

  また、都有地や国有地を活用した私立認可保育園の誘致については、今後も引き

続き、東京都、国との連携を密にして情報の把握に努め、検討してまいります。 

 

２ 私立認可園の園庭、プールの確保について 

  この間誘致された私立の認可園では、園庭がない、プール遊びのできるスペース

のない保育園がほとんどです。子ども達の健やかな成長を保障するためにも区の施

設（学校・幼稚園を含む）の使用など園庭・プールの確保を行うこと。 

 

区では、私立認可保育園に対して、区立認可保育園との合同によるプール利用や、

スポーツセンター、公園等の区有施設の利用について、利用のあっせんなどの支援

を行っております。 

本年１０月に各私立認可保育園の今年度の利用状況や来年度の利用希望につい

て調査を行ったところ、来年度についても同様の支援を依頼されております。 

今後も引き続き、私立認可保育園への支援を行ってまいります。 

 

３ 保育園の保育料の引き上げは行わないこと。 

 

保育料は、保護者の負担能力に応じて徴収するという応能負担の原則がとられて

います。 

区では、平成１０年以降、保育料の改定を行っていませんが、区の保育料の最高

額は最も低い水準であり、保育園の運営費に対する保育料収入の割合は平成２５年

度決算で、１２.４％にとどまるなど、受益者負担の観点からも、利用者に適正な

保育料負担を求めていくことが必要な状況にあります。 

子ども・子育て支援新制度における、利用者負担の仕組みは、これまでの保育園

運営費に対する国徴収金基準額の考え方と同様ですが、国徴収金基準額は、平成 

２２年度に新たに上位階層として第８階層を新設し、これまでの上限額が    

８０,０００円から１０４,０００円に３０％増額され、区の保育料とは乖離が広が

っており、区の負担に影響を与えていることから、上限額の引き上げを行います。 
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４ 認可保育園の保護者への保育料の助成については現在の２段階でなく、２万円、

２万５千円、３万円、３万５千円、４万円と所得に応じた助成となるよう改善する

こと。 

 

  認証保育所の保育料助成制度につきましては、見直しについて、現在検討を進め

ております。 

 

 

５ 保育園での幼児教育を保障するために、３・４・５歳児クラスの職員を増やすこ

と。 

 

  認可保育園における職員の配置につきましては、保育の充実のため、区の独自の

基準により、区立認可保育園の１歳児クラスは、国の基準では児童６人に対して職

員１名の配置となっていますが、区では、児童５人に対して職員１名を配置してお

ります。 

また、私立認可保育園におきましても、１歳児クラスにおいて、児童５人に対し

て職員１名を配置するために必要な経費を助成しております。 

今後も保育園における保育環境や保育の質の確保に努めてまいります。 

 

６ 区立幼稚園の３歳児保育の定員を増やすこと。 

 

区では、幼稚園教育需要の高まりや幼児人口の増加が続く中、４歳からの２年保

育を希望する幼児については全て受け入れることを優先させながら、質の高いきめ

細かな幼児教育を提供するために、公私立幼稚園全体で受入体制の充実を進めてい

るところです。 

区立幼稚園の３歳児保育の定員については、平成２７年度に南山幼稚園で２０名、

三光幼稚園で２０名、中之町幼稚園で１４名、合計５４名増員します。平成２８年

度には、青南幼稚園で１４名増員する予定です。 

 今後も、幼児人口の推移や各幼稚園の教育活動や施設環境、地域の状況などを 

十分に考慮しながら、引き続き３歳児の定員増に努めてまいります。  

 

７ すべての区立幼稚園で３歳児保育を実施すること。 

 

区立幼稚園の３歳児保育については、現在、区立幼稚園１２園中、８園で実施し

ています。平成２７年度については、幼稚園の施設の状況を確認し、多目的室等を

保育室に転用が可能な三光幼稚園及び南山幼稚園の２園で、新たに３歳児保育を実

施いたします。 

今後も、施設環境等を考慮しながら、３歳児保育の実施に努めてまいります 
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８ 学童保育の充実を図ること 

①  待機児童をなくすための整備を早急に行うこと。 

 

学童クラブの児童数は、平成２６年３月の港区子ども・子育て支援ニーズ調査

結果等を踏まえ、平成２７年度は２，０７４名、３１年度には２，５１１名に   

なるものと見込んでいます。 

学童クラブの整備については、平成２７年４月に学童クラブを新たに３か所開

設するほか、平成２７年９月には、青南小学校において放課ＧＯ→クラブせいな

んを開設します。 

今後も、就学児童数の推移や学童クラブの入会率の変化を見極め、待機児童が

生じないよう、適切に対応してまいります。 

 

②  対象児童が６年生まで拡大されることに合わせ、運動や、学習の場の環境整

備を行うこと。 

 

児童福祉法の改正に伴い、平成２７年４月から新たに４年生から６年生までの

高学年児童が学童クラブ事業の対象となります。このため、今後の学童クラブ事

業の利用ニーズが急激に拡大することが予想されております。 

区では、学童クラブを必要とする児童・家庭の利用希望にお応えできるよう  

新たな学童クラブの設置や、既存クラブの定員拡大を計画的に進めるとともに、

事業の質を高める観点から、高学年児童の利用を見据えたプログラムの充実や、

場の確保に努めてまいります。 

 

③  学童の指導員は、専門指導員を配置すること。 

 

   平成２６年１０月に制定した「港区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に

関する基準を定める条例」では、資格や一定の経験を有する「放課後児童支援員」

を児童の数に応じて適切に配置し、児童の指導にあたることと定めております。

さらに放課後児童支援員は、都道府県知事が実施する研修を受講し、認定を受け

るなど、より専門性を高めるしくみとしております。 

区では、条例の基準を踏まえ、放課後児童支援員の専門性の向上と適正配置に

努めてまいります。 

 

９ 医療費の無料化を高校生まで拡大すること。 

 

子ども医療費助成は、子育て支援策の一環として、子どもの保健の向上と健やか

な育成を図ることを目的とした制度であり、病気にかかりやすい義務教育就学期間

までを対象としております。 
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義務教育終了後は、医療機関に受診する割合も低くなることから、助成対象を拡

大することは現在のところ考えておりませんが、今後もさまざまな施策を通じて、

総合的な子育て支援に努めてまいります。 

 

１０ 子育て世代の家賃助成を行うこと。 

 

区では、安心して子どもを産み、育てることができる環境を整備するため、子育

て支援施策の充実に取り組んでまいりました。その成果として、区内の就学前児童

人口は、５年前と比較して３０％以上もの増加となるなど年々増加傾向にあり、今

後もさらに年少人口の増加が続くと見込まれております。 

現時点では家賃助成は考えておりませんが、港区子ども・子育て支援事業計画（素

案）で示した将来像「安心して子育てができ、未来を担うすべての子どもたちが健

やかに成長できる地域社会」を目指し、さらなる子ども・子育て支援施策の質、量

の充実と、様々な子育て環境にある保護者へのきめ細かな支援の充実に取り組んで

まいります。 

 

１１ 安心して学べるよう義務教育の負担軽減を図るために 

①  学校給食の無料化、高い修学旅行費用への補助を実施すること。 

 

学校給食は、学校給食法に基づき実施しており、学校給食の運営経費のうち、

施設整備費や人件費以外の食材費については、保護者が負担すべきとされていま

す。 

現在、区では、安全で安心な食材を確保するという観点から減農薬や有機栽培

の野菜や果物、米を一部公費で購入しています。受益者である保護者に一定の負

担をしていただくことは、学校と保護者の両者の協力により、学校給食を円滑に

実施していくためにも必要であり、給食費を無料にすることは考えておりません。 

修学旅行費用の補助については、区は経済的理由により就学困難と認められる

準要保護世帯に対し、就学援助制度のなかで修学旅行費として支給しています。 

また、卒業アルバム作成費の補助をはじめとする港区独自の「学習活動保護者

負担軽減事業」など、さまざまな保護者負担軽減事業を行っております。他の自

治体と比較しても内容は充実しており、すべての生徒への修学旅行に対する補助

については考えておりません。 

 

②  クラブ活動費、ＰＴＡ会費、生徒会費を就学援助制度の補助対象とすること。 

 

保護者負担の軽減につきましては、就学援助制度と区独自の保護者負担軽減事業

を併せ、総合的な観点からそのあり方を考える必要があります。 

区では、生活保護の要保護者に対し、国の補助金支給費目にはない、卒業記念ア
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ルバム購入費と修学旅行支度金を支給するほか、要保護者に準じて生活に困窮して

いると認められる準要保護者の修学旅行実費分の全額を支給するなど、制度の充実

を図っております。 

さらに、就学援助制度とは別に、保護者負担軽減事業として、すべての児童・生

徒に対し、移動教室や夏季学園の体験学習費等を公費負担しております。 

クラブ活動費等３つの援助費目の追加については、総合的視点から、その必要性

を含めて検討してまいります。 

 

③  入学準備助成金制度（小学校３万円、中学校５万円）を設けること。 

 

港区では、経済的理由により就学困難と認められる準要保護世帯に対し就学援助

制度のなかで、新入学学用品費を支給しています。また、卒業アルバム作成費の補

助をはじめとする港区独自の「学習活動保護者負担軽減事業」など、さまざまな保

護者負担軽減事業を行っております。他の自治体と比較しても内容は充実しており、

小中学校の入学準備助成制度の創設については考えておりません。 

 

１２ 豊かな教育環境を確保するよう施策の充実を図るために 

①  急増する児童を受け入れられるよう学校施設を拡充すること。 

 

区の人口推計に基づく児童・生徒数の推計を踏まえ、内部改修や増築により学校

施設を整備し増加する児童の受入れに努めます。新たな学校の整備の必要性につき

ましては、対応策について早急に検討してまいります。 

 

②  区独自に１クラス３０人以下の少人数学級を段階的に実現すること。 

 

今年度に引き続き、区では、東京都の学級編制基準に基づき、小学校第１・２学

年、中学校第１学年での３５人学級の実施を予定しています。区独自で３０人以下

の少人数学級にすることはできませんが、今後、国及び東京都の動向を注視し、必

要に応じて適切に対応してまいります。 

 

③  リーディングアドバイザリースタッフは職員とし、児童数に応じた配置にす

ること。 

 

リーディングアドバイザリースタッフは、子どもたちの読書活動の支援を行うこ

とを目的に、保護者や地域の中から学校図書館の運営に力を貸していただける方に、

協力を仰ぐ形で、スタートした経緯があります。現在のところ、学校図書館を支え

る有償ボランティアとしてのリーディングアドバイザリースタッフの取組を充実

させていく考えです。 
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一方、国は、来年４月の改正学校図書館法の施行後、学校司書としての資格や養

成の在り方について検討を行い、必要な措置を講ずることとしております。 

区としては、国の検討結果及び措置の状況を踏まえ、リーディングアドバイザ 

リースタッフのあり方について研究していきます。 

なお、リーディングアドバイザリースタッフの配置にあたっては、児童生徒数や

施設など、各校の状況を踏まえて適切に対応していきます。 

 

④  スクールカウンセラーは、常駐して相談に応じられるようにすること。 

 

  スクールカウンセラーによる教育相談は、いじめ・不登校の未然防止に寄与す

ることはもとより、児童・生徒、保護者が抱える心の悩みの早期解決の一助とな

っています。 

現在、全小中学校に都費スクールカウンセラーが週１日配置されております。

区では、児童・生徒の数が増加していることや、相談内容の要因が複雑、多岐に

わたり様々な案件が発生していることを踏まえ、港区独自に学校規模に応じた区

費スクールカウンセラーを週１日もしくは隔週１日で配置し、学校のカウンセリ

ング機能の向上に努めております。 

今後も、港区の児童・生徒の実態を踏まえ、心身の健全な発達のため、スクー

ルカウンセラーを活用した児童・生徒の心に寄り添った支援を行っていきます。 

   常駐については、現在のところ考えておりませんが、今後の研究材料としてま

いります。 

 

 

（２） 漂流する高齢者をひとりもつくらないために 

 

１ 必要な人には、申請待ちでなく生活保護の活用を積極的にすすめること。 

 

各地区総合支所では、民生委員・児童委員、ふれあい相談員、高齢者相談センタ

ー等の関係機関との連携により、生活に困窮されている方を積極的に把握し、生活

保護の相談に努めております。 

 

２ 生活保護基準の１.２倍以内の収入世帯の医療費・介護費の負担軽減をはかるこ

と。 

 

区では、国民健康保険の医療費の一部負担金や介護保険の利用者負担について、

生活保護基準額の１．１５倍を基準額として、災害や事業の廃止等により生活が困

難になった場合に減免する制度を設けております。 

  また、非課税世帯であること等を要件とした介護保険ホームヘルプサービス等の
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利用者負担金助成事業など港区独自の利用者負担を軽減する制度も設けておりま

す。 

  区は、高齢者施策として、区独自の新たな負担軽減策は考えておりませんが、  

今後も既存の制度の周知に努め、個々の相談に丁寧に対応してまいります。 

 

３ ７０歳以上の医療費を無料にすること。 

 

国は、世代間の公平を図る観点から、平成２６年４月以降、７０歳から７４歳ま

での被保険者について、特例措置により１割としていた一部負担金を、新たに７０

歳になる被保険者から段階的に２割とする見直しを行っております。 

これらのことから、７０歳以上の方の医療費の一部負担金について、区独自に無

料化することは困難であると考えております。 

 

４ 「ふれあい相談員」を各地域で、当面２人増員すること。 

 

ふれあい相談員は、平成２５年度までは区内５地区に２名ずつ、合計１０名を配

置していましたが、平成２６年度から訪問対象の世帯数が多い高輪地区について 

１名増員して３名体制とし、合計１１名の配置としています。 

訪問対象となる高齢者世帯のうち、実際に面会できた割合である「訪問率」につ

いては、平成２５年度の実績で９３.６％と高い数字となっており、現在の人数で

体制は整っていると考えております。 

今後も区は、ふれあい相談員の活動を通じ、高齢者一人ひとりに寄り添い、きめ

細かな相談活動に努めてまいります。 

 

５ 健康を維持してもらうための支援について 

①  地域で気軽に健康維持活動ができるよう、民間プールを活用したアクアウォ

ークなどへの支援を行うこと。 

 

区は現在、港南いきいきプラザでプールを活用した水中トレーニング講座を介護

予防事業として実施しています。    

また、本年１２月に開設する介護予防総合センターでは、併設施設であるスポー

ツセンターと連携し、プールを活用したアクアウォークなどの事業を行う予定です。 

民間プールの活用は考えておりませんが、新しいスポーツセンター等のプールを

活用して、より魅力的な介護予防プログラムを実施し、積極的に周知することで、

多くの高齢者に参加いただけるよう努めてまいります。 
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②  家事援助サービスの利用を拡大すること。 

 

家事援助サービスについては、介護保険制度の訪問介護と同様のサービスであ

ることから、平成２４年度から介護保険制度を優先して利用することとしました。 

   このことから、家事援助サービスの利用時間の拡大については考えておりませ

んが、今後も、高齢者が安心して自立した生活ができるよう、介護保険制度の周

知に努めてまいります。 

 

６ 介護保険料の引き上げは行わないこと。 

 

介護保険制度では、サービスを提供するために必要な財源を、介護保険法で定め

られた割合により、介護保険料と公費によって負担することとなっております。 

 この制度に基づき、今後、区の介護保険料を設定してまいります。 

 

７ 介護保険から排除される要支援１・２の方への介護支援を後退させることなく、

継続・充実させること。 

 

介護保険制度の改正に伴い、要支援者に対する予防給付の訪問介護、通所介護は、

全国一律の給付事業から、区市町村が取り組む地域支援事業に移行します。 

区は、今後の要支援者への取り組みについて、新たな港区高齢者保健福祉計画（素

案）の中に示しており、引き続き、既存の介護事業所によるサービスの提供を継続

し、要支援者の多様な生活支援のニーズに対応してまいります。また、ボランティ

アやＮＰＯ、民間事業者等の多様な担い手によるサービスを提供できる仕組みづく

りに取り組んでまいります。 

 

８ 高齢者集合住宅を建設すること。 

 

区は現在、シティハイツ六本木の改築に併せて、高齢者の在宅生活を支えるため

に必要な、安否確認や生活相談などの高齢者集合住宅の機能に、食事の提供サービ

スを加えたサービス付き高齢者向け住宅の整備を進めております。 

また、新たな港区基本計画（素案）において、認知症高齢者が日常的な援助を受

けながら生活できる、認知症高齢者グループホームの整備についても、２箇所計画

計上しております。 

今後、区は、高齢者集合住宅を整備する予定はありませんが、高齢者が住み慣れ

た地域で、安心して住み続けられるよう、高齢化に伴う支援を受けられるサービス

付き高齢者向け住宅など、高齢者の多様な住まいの確保に努めてまいります。 
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９ 高齢者世帯居住安定支援事業は期限をつけないこと。 

 

高齢者世帯等居住安定支援事業は、民間賃貸住宅に居住している高齢者世帯等が、

取壊しにより立退きを求められ、区内の住居に転居した場合、転居後の家賃等の一

部を助成する事業です。 

事業発足当時にあった再開発等による立退きは沈静化したことから、当初の役割

は果たしたものと判断し、新規受付は平成１８年３月３１日で終了しました。 

本事業の新規受付を再開することは考えておりませんが、サービス付高齢者向け

住宅など多様な住まいの確保に努めるとともに、民間賃貸住宅のあっせんや公的な

住宅の案内などにより、丁寧に対応してまいります。 

 

１０ 高齢者の民間賃貸住宅家賃助成を行うこと。 

 

区は高齢者の住まいの確保を進め、また、区立住宅の募集における優遇措置を実

施するなど、住宅の確保に配慮が必要な高齢者に対する支援を行っております。 

このことから、民間賃貸住宅に居住する高齢者に対して、家賃の一部を助成する

ことは考えておりませんが、今後も、高齢者の多様な住まいの確保に努めるととも

に、民間賃貸住宅のあっせんや公的な住宅の案内などにより、丁寧に対応してまい

ります。 


